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公安委員会定例会議の開催概要

第１ 日時

令和７年１１月２６日午後１時００分～午後３時３５分までの間

第２ 全体会議

なし

第３ 個別会議

１ 決裁事項

(1) 運転免許取消対象事案について

運転免許取消対象事案について、審議の結果、４９件の行政処分を決定した。

(2) 犯罪被害者等給付金の仮給付金支給決定について

ア 傷害事件に係る障害給付金の支給裁定申請１件について上申があり、審議

の結果、算定した額の３分の１を減額し、犯罪被害者等給付金を支給する旨

の裁定を行った。

イ 殺人未遂事件に係る重傷病給付金の支給申請１件について上申があり、審

議の結果、犯罪被害者等給付金を仮給付する旨の支給決定を行った。

ウ 殺人事件に係る遺族給付金の支給裁定申請１件について上申があり、審議

の結果、犯罪被害者等給付金を支給する旨の裁定を行った。

(3) 集団示威運動等許可申請書の許可について

集団示威運動等の許可申請１件について上申があり、可として決裁した。

(4) 不服申立てに対する裁決について

ア 運転免許効力停止処分に対する審査請求事案

運転免許効力停止処分に対する審査請求事案について、審議の結果、当該

処分は道路交通法施行令の基準に従い適正に行ったものであることから、棄

却とした。

イ 運転免許証交付処分等に対する審査請求事案

運転免許証交付処分及び違反者講習の受講に対する審査請求事案につい

て、継続審議とした。

ウ 運転免許効力停止処分に対する審査請求事案

運転免許効力停止処分の取消しを求めた審査請求事案について、審議の結

果、本件審査請求は行政不服審査法に規定する請求期間を経過しており、不

適法であることから却下とした。

(5) 苦情・意見要望等の受理等について

ア 苦情２件について調査結果の報告があり、審議の結果、回答を決定した。

イ 苦情・意見要望等４５件の報告があり、審議の結果、２件については苦情

受理として事実調査を指示し、４３件については意見要望等としてそれぞれ

処理方針を決定した。

２ 報告事項

(1) 令和８年大阪府警察重点目標の設定について

令和８年大阪府警察重点目標について、運営の基本指針を「府民が安心して

暮らせる『安全なまち大阪』を確立するための警察活動の推進」とし、重点目

標９項目を設定したい旨の報告があった。

(2) 交通死亡事故多発警報の発令について

１１月１５日から１１月２２日までの８日間で、交通死亡事故が１０件発生
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している状況を受け、大阪府知事による「交通死亡事故多発警報」が発令され、

交通死亡事故抑止対策を強化する旨の報告があった。

(3) 第２３回交通安全教育コンクール府下大会の開催結果について

第２３回交通安全教育コンクール府下大会の開催結果について報告があった。

(4) 大阪府情報公開審査会からの答申の受領について

大阪府情報公開審査会から答申の受領について報告があった。

(5) 集団示威運動等に係る専決事務の処理状況について

１１月４日から１１月１６日までの間に受理した集団示威運動等の許可申請

に係る専決事務の処理状況について報告があった。

以 上


